
（コンソーシアムの場合） 
 

 

 
仮契約期間中の現地確認等の業務の実施に関する協定書 

 

 
特別教室空調設備整備事業（以下「本事業」という。）に関して、今治市（以下「市」とい

う。）と○○及び△△を構成企業とする特別教室空調設備整備事業コンソーシアム（以下「コ

ンソーシアム」という。）との間で、以下のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結す

る。 

 

（目的及び連帯債務） 

第１条 本協定は、コンソーシアムと市が本事業を円滑に実施するための準備行為として、現地

確認等の業務を実施することに必要な諸手続及び双方の協力義務について定めることを目的と

する。 

２ 本協定において規定するコンソーシアムの債務は、○○及び△△が連帯してこれを負担

する。 

 

（準備行為） 

第２条 コンソーシアムは、市と令和●年●月●日に締結した特別教室空調設備整備事業契約に

係る仮契約が今治市議会の議決を得て本契約となるまでの期間であっても、自己の費用と責任

において、本事業の対象校の現地確認等の業務を実施することができ、市は、必要かつ可能な

範囲で当該準備行為に協力するものとする。当該準備行為により市又は第三者に損害が生じた

場合、コンソーシアムにおいて当該損害を賠償するものとする。 

 

（本契約不成立の場合の処理） 

第３条 本事業に係る仮契約が今治市議会により否決されたことにより本契約として成立しなか

った場合、既に市及びコンソーシアムが本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、

相互に債権債務関係の生じないことを確認する。 

２ 前項の場合、コンソーシアムは市から貸与を受けた資料を直ちに市に返却するものとす

る。なお、市はコンソーシアムから提出を受けた資料について返却を行わないものとし、

コンソーシアムはこれに異議を述べないものとする。 

 

（秘密保持） 

第４条 市及びコンソーシアムは、本協定の履行に関連して相手方から受領した情報（以下「秘

密情報」という。）を責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘

密情報を使用しないこと、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾な

しに第三者に開示しないことを確認する。 

２ 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 

（１） 開示の時点で公知である情報 

（２） 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

（３） 開示の後に市又はコンソーシアムの責めにも帰すことのできない事由により公知と

なった情報 

（４） 市及びコンソーシアムが本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面に

より合意した情報 

３ 前２項の定めにかかわらず、市及びコンソーシアムは、次の場合には相手方の承諾を要

することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することが

できる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪

捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 

（１） 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開

示する場合 

（２） 法令に従い開示が要求される場合 



 

（３） 権限ある官公署の命令に従う場合 

（４） 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 

４ 市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情

報に関し、法令その他市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な

措置を講じることができる。 

５ コンソーシアムは、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従う。 

 

（準拠法及び裁判管轄） 

第５条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第一審

の専属管轄は、松山地方裁判所とする。 

 

（有効期間等） 

第６条 本協定の有効期間は、本協定締結日から本事業の終了日までとする。ただし、本事業に

係る仮契約の効力発生に至らなかった場合は、仮契約の締結又は仮契約の効力発生に至る可能

性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。 

２ 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第３条及び前条の規定の効力は存続するものと

する。 

 

（協議事項） 

第７条 本協定に定めのない事項については、市及びコンソーシアムが協議のうえこれを決定す

るものとする。 

 

以上を証するため、本協定を●通作成し、市及びコンソーシアムの代表企業及び構成企業

は、それぞれ記名押印の上、各１通を保持する。 

 

 

令和 年 月 日 

 
発注者 今治市長 徳永 繁樹  印 

 
代表企業 

住所 
●●株式会社 
代表取締役 ●● ●●   印 
 

構成企業 
住所 
●●株式会社 
代表取締役 ●● ●●   印 
 

構成企業 
住所 
●●株式会社 
代表取締役 ●● ●●   印 
 

構成企業 
住所 
●●株式会社 
代表取締役 ●● ●●   印 

  


